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○小矢部市産婦人科医療施設開設等事業補助金交付要綱 

平成24年３月30日告示第43号 

改正 

平成29年３月31日告示第44号 

令和３年12月24日告示第103号 

令和４年３月30日告示第42号 

令和６年４月１日告示第60号 

小矢部市産婦人科医療施設開設等事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、

市内に産婦人科医療施設の開設等をしようとする者に対し、その開設等に要する経費の

一部を補助することに関し、小矢部市補助金等交付規則（昭和43年小矢部市規則第５号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「産婦人科医療施設」とは、次に掲げる施設であって、分娩を

取り扱うものをいう。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第３項第１号に規定する保険医療機関

である病院又は診療所であって、診療科目に産婦人科又は産科を有するもの 

(２) 助産所 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

(１) 市内において産婦人科医療施設を開設する者（分娩の取扱いを休止していた者で

その取扱いを再開するもの及び既存施設に産婦人科又は産科を新設するための増築又

は改築を行う者を含む。）で、継続して10年以上当該施設を運営する見込みがあるも

のであること。 

(２) 地域医療に関心を持ち、積極的に地域における産婦人科医療施設としての役割を

担う意向を有する者であること。 

(３) 未納の市税がない者であること。 

（補助対象事業、補助金の額等） 

第４条 補助の対象となる事業、補助金の額等は、別表第１に定めるとおりとする。 
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（事業計画の認定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長と協議し、補助を受けよう

とする事業の実施に係る計画書を提出し、当該事業について市長の認定を受けなければ

ならない。 

（交付申請） 

第６条 前条の認定を受けた者で補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」と

いう。）は、補助金の交付を受けようとする補助事業の区分に応じ、小矢部市産婦人科

医療施設開設等事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出するものとする。 

(１) 当該産婦人科医療施設の管理者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証又は助

産師免許証の写し 

(２) 当該産婦人科医療施設の管理者の履歴書 

(３) 申請者の住民票（申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書） 

(４) 事業計画書 

(５) 収支予算書 

(６) 補助事業に要する経費の見積書 

(７) その他市長が必要と認める書類 

（補助事業の変更等） 

第７条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止

しようとするときは、小矢部市産婦人科医療施設開設等事業変更（中止・廃止）申請書

（様式第２号）に変更等の理由を示した書類を添えて市長に提出するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小矢部市産婦人科医療施設開設等事

業実績報告書（様式第３号）に、別表第２に定める補助事業の区分ごとに必要な書類そ

の他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、規則第13条第１項の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金を

交付するものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第10条 補助事業者は、補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助
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金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地

方消費税額の確定に伴う報告書（様式第４号）により速やかに市長に報告しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合には、期限を定めて、当該仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（補助金交付決定の取消し等） 

第11条 規則第15条第１項に規定する場合のほか、次のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるこ

とができる。 

(１) 補助事業者の責めに帰すべき事由により、補助金の交付を受けた日から１年以内

に開業しないとき。 

(２) 補助事業者の責めに帰すべき事由により、産婦人科医療施設の開業の日から10年

以内の期間において、産婦人科医療施設を廃止し、又は１年以上分娩の取扱いを休止

したとき。 

(３) 医師免許又は助産師免許の取消し等により、産婦人科医療施設を運営することが

できなくなったとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付決定を取り消すことが妥当と認

めたとき。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前において第

５条の認定を受けた者に係るこの告示の規定は、同日後もなおその効力を有する。 

別表第１（第４条関係） 

補助事業区分 補助対象経費 補助金の額 限度額 
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用地取得事業 産婦人科医療施設用地の取得に

係る経費 

補助対象経費

の２分の１に

相当する額 

1,000万円 

施設建設事業 産婦人科医療施設の建築主体工

事、電気給排水設備工事、駐車

場整備工事、共通仮設工事等に

係る経費（設計監理に関する経

費を含む。） 

6,000万円 

医療機器購入事業 産婦人科医療施設として必要な

医療機器の購入に係る経費 

3,000万円 

備考 

１ 産婦人科医療施設に産婦人科又は産科以外の診療科を含むときは、補助対象経費に

占める産婦人科又は産科に係る経費の割合により補助金の額を算出する。 

２ 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、補助事業区分ごとにこ

れを切り捨てる。 

別表第２（第８条関係） 

補助事業区分 提出書類 

用地取得事業 不動産売買契約書の写し 費用を支払ったことを証する書類 

土地の登記事項証明書 

施設建設事業 工事請負契約書又は設計監理業務委託契約書の写し 費用を支

払ったことを証する書類 工事関係図面 建物の登記事項証明

書 

医療機器購入事業 動産売買契約書の写し 費用を支払ったことを証する書類 

購入した医療機器の概要がわかる書類 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第10条関係） 


